
調理済み食材への異物混入について 

 

 

■ 発 生 日  平成 22 年７月 14 日（水） 

■ 発生場所  狛江第一中学校 

■ 概  要   

主食「ご飯」に 1.5 センチ程度の毛髪が混入していた。 

 

■ 対  応 

 

学校教育課 

異物混入発生後、教育部長、学校教育課栄養士で委託調理施設において、炊

飯場の環境設備を点検するとともに、責任者及び関係従業員へ混入状況を確認

させ、どの過程で混入したか作業工程を確認した。毛髪は、ご飯の中に入り込

んでいたため、ご飯を炊く前、または盛付け前に混入したものと特定した。 

また、盛付け後のご飯の表面の目視点検作業で見落としてしまった。 

調理委託業者には、従業員に対し、身だしなみに十分配慮するよう再度、徹

底、指導するとともに、作業中において随時粘着ロールがけを行うよう、また、

その確認ができる対策を講じるよう要請した。 

 

調理委託業者  

教育委員会の指示を受け、従業員に対し、身だしなみについて指導する。ま

た、改めて洗米機、炊飯釜、盛付け機、しゃもじ等の洗浄、清掃作業を十分行

う。作業中の粘着ロールがけについては、記録用紙を作成し、実施状況を確認

できるようにする。 

 


